
令和 5年度より設定される鮎（友釣）専用区について 

 

河川名：鬼怒川  

区域：石井町新鬼怒橋～板戸町板戸大橋間 

期間：鮎解禁日～9 月 24 日まで 

 

※上記鮎（友釣）専用区間は、鮎を採捕する場合に適用されるため、渓流魚・

雑魚釣りが出来ない訳ではありません。したがって 3 月 1 日渓流解禁以降の

渓流魚釣りは従来通り出来る事となります。 

 ただし、毛鉤釣りについては上記区間内では、4/1～9/24 まではフライフィ

ッシングを除き出来ません。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

上記専用区内の漁法表 

・雑魚釣り＝通年可能  

※4/1～9/24 間は、毛鉤釣りは禁止 

 

・渓流魚釣り＝3/1～9/19 間の漁期内可能  

※渓流魚の毛鉤使用の釣りはフライフィッシングのみ可能 

 

・鮎釣り＝友釣りのみ可能  

※毛鉤を使用した、ドブ釣り/流し毛鉤/テンカラ等禁止 


